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令和６年度古河市災害時避難行動要支援者 

         個別避難計画作成業務委託契約書 

 

 

委託者古河市 (以下「甲」という。 )と受託者             

(以下「乙」という。 )は、令和６年度古河市災害時避難行動要支援者個

別避難計画作成業務 (以下「業務」という。 )について、次の条項により

委託契約を締結する。  

 

（委託内容）  

第 １ 条  甲 は 、 本 契 約 書 に よ り 、 災 害 時 避 難 行 動 要 支 援 者 個 別 避 難 計 画

（ 以 下 「 個 別 避 難 計 画 」 と い う 。 ） の 作 成 に 関 す る 業 務 を 委 託 し 、 乙

はこれを受託する。  

２  乙 は こ の 契 約 書 に 定 め る も の の ほ か 、 甲 が 別 に 定 め る 「 令 和 ６ 年 度

古河市災害時避難行動要支援者個別避難 計画作成業務仕様書」に従い、

これを履行しなければならない。  

 

（契約期限）  

第 ２ 条  本 契 約 の 期 限 は 、 契 約 締 結 日 の 翌 日 か ら 令 和 ７ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま

でとする。  

 

（委託料）  

第 ３ 条  委 託 料 は 、 仕 様 書 の 表 の と お り と す る （ す べ て 、 消 費 税 及 び 地

方消費税を含む）。  

 

（契約保証金）  

第４条  契約保証金は、免除する。  

 

（権利義務譲渡等の制限）  

第 ５ 条  乙 は 、 本 契 約 に よ り 生 ず る 一 切 の 権 利 義 務 を 第 三 者 に 譲 渡 し 、

若しくは継承させ又はその権利を担保に供してはならない。  

 

（再委託の禁止）  

第６条  乙は、業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。  

 

（報告の徴取等）  

第 ７ 条  甲 は 、 乙 に 対 し 、 業 務 の 実 施 状 況 そ の 他 必 要 な 事 項 に つ い て 報

告 若 し く は 資 料 の 提 出 を 求 め 、 又 は 必 要 な 指 示 を す る こ と が で き る も

のとする。  

２  乙は、甲から 、前項の報告若しくは資料の提出 を求められたときは、

速やかに報告 若しくは資料を提出する、又は甲の指示に応じるも のと  

 する。  

 

（完了届）  

第 ８ 条  乙 は 、 業 務 の 完 了 後 、 速 や か に 作 成 し た 「 個 別 避 難 計 画 （ そ の

収 入 
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他関連書類を含む）」 及び完了届を甲に提出するものとする。  

 

（審査）  

第 ９ 条  甲 は 、 乙 か ら 「 個 別 避 難 計 画 」 を 作 成 し た 対 象 者 名 、 件 数 等 を

記 載 し た 完 了 届 及 び 作 成 さ れ た 「 個 別 避 難 計 画 」 の 原 本 を 受 理 し た と

き は 、 10日 以 内 に そ の 内 容 を 審 査 し 、 そ の 結 果 を 乙 に 通 知 す る も の と

する。  

２  甲 は 、 審 査 の 結 果 、 提 出 さ れ た 完 了 届 及 び 「 個 別 避 難 計 画 」 の 原 本

の 内 容 に 、 補 正 す べ き 事 項 が あ っ た と き は 、 乙 に そ の 旨 を 通 知 し 、 期

日 を 定 め て 、 乙 に 再 提 出 を さ せ る こ と が で き る 。 な お 、 再 提 出 に 要 す

る費用は乙の負担とする。  

 

（委託料の請求）  

第 1 0条  乙 は 、 甲 か ら 、 審 査 の 結 果 合 格 し た 旨 の 通 知 を 受 け た 後 で な け

れば、委託料を請求することが できない 。  

２  乙 は 、 完 了 届 に 記 載 さ れ た 「 個 別 避 難 計 画 」 の 作 成 数 に 第 ３ 条 に 定

める委託料を乗じた額を請求することができる。  

 

（委託料の支払）  

第 1 1条  甲 は 、 乙 か ら 、 委 託 料 の 請 求 が あ っ た と き は 、 当 該 請 求 内 容 を

確認のうえ、請求を受けた日から 30日以内に支払うものとする。  

 

（事故発生時 の措置）  

第 1 2条  乙 は 、 業 務 の 実 施 に 関 し て 事 故 が 発 生 し た と き は 、 必 要 な 措 置

を 講 ず る と と も に 、 甲 に そ の 状 況 を 直 ち に 報 告 し 、 そ の 指 示 を 受 け る

ものとする。  

 

（個人情報の保護）  

第 1 3条  乙 は 、 業 務 を 実 施 す る に あ た り 、 「 個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項 （ 別

記 ）」を遵守しなければならない。  

 

（損害賠償責任）  

第 1 4条  乙 は 、 業 務 の 実 施 （ 個 人 情 報 の 漏 洩 等 を 含 む 。 ） に 関 し て 、 乙

の 責 め に 帰 す べ き 事 由 に よ り 、 甲 又 は 第 三 者 に 損 害 を 与 え た と き は 、

そ の 損 害 を 賠 償 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 そ の 損 害 の う ち 甲 の 責

め に 帰 す べ き 事 由 に よ り 生 じ た も の に つ い て は 、 甲 が 負 担 す る も の と

し、その額は、甲乙協議のうえ定める。  

 

（契約の解除等）  

第 15条  甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約の全部又

は一部を解除することができる。  

（ 1）乙が、この契約に定める業務を履行しないとき。  

（ 2）業務の実施につき、乙に不正の行為があったとき。  

（ 3）乙が、古河市災害時避難行動要支援者個別避難 計画の作成に関する

要 綱 （ 平 成 3 1年 告 示 第 5 5号 ） 第 ５ 条 の 各 号 に 該 当 す る 者 で な く な っ
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たとき。  

２  甲 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 契 約 の 解 除 に よ っ て 生 じ た 乙 の 損 害 に つ い

ては、その責めを負わないものとする。  

３  乙 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 契 約 が 解 除 さ れ た 場 合 に は 、 当 該 契 約 が 解

除 さ れ た 日 ま で に 行 っ た 業 務 に か か る 一 切 の 書 類 を 、 甲 に 提 出 し な け

ればならない 。  

 

（協議）  

第 1 6条  こ の 契 約 書 に 定 め の な い 事 項 又 は 疑 義 が 生 じ た 事 項 に つ い て は 、

必要に応じて、甲乙協議して定めるものとする。  

   

 

こ の 契 約 の 成 立 を 証 す る た め 、 本 書 ２ 通 を 作 成 し 、 当 事 者 記 名 押 印 の

うえ、各自 １通を所有する。  

 

令和６年  月  日 

 

           委託者（甲） 住 所    茨城県古河市下大野２２４８番地 

                       

氏 名    古河市長   針 谷  力     ㊞ 

 

           受託者（乙） 住 所         

 

                   名 称 

                

                 代表者氏名                  ㊞ 
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令和６年度古河市災害時避難行動要支援者個別避難計画作成業務仕様書 

 

１．契約名 

令和６年度古河市災害時避難行動要支援者個別避難計画作成業務 

 

２．担当課（連絡先） 

    古河市役所 福祉推進課  

    茨城県古河市駒羽根１５０１番地 古河市総和福祉センター「健康の駅」内 

    電話 ０２８０－９２－５７７１ 

 

３．業務の範囲 

   本仕様書に記載する事項及びそれらに付随する業務。 

 

４.災害時避難行動要支援者個別避難計画（以下「個別避難計画」という。）の内容 

（１）「個別避難計画」とは、「古河市避難行動要支援者に関する計画【全体計画】」（以下「全体

計画」という。）に規定する「古河市避難行動要支援者調査票（個別避難計画）」に避難行

動要支援者が避難する際に必要な事項を記載したものをいう。 

（２）「個別避難計画」を作成する対象者は、全体計画に規定する避難行動要支援者名簿  （以

下「名簿」という。）に登録されている者のうち、名簿に記載する情報を関係機関に対し

提供することについて同意している者（以下「対象者」という。）とする。 

（３）「個別避難計画」には以下の事項を記入する。 

・名簿に記載されている情報 

・同居の家族等の状況 

・避難行動要支援者の状態 

・避難支援に関する事項 

・災害時の避難方法 

・緊急連絡先 

・地域支援者の情報 

・避難経路 

・地域支援者等と連絡調整を実施した際の情報 

・地域支援者等と避難訓練を実施した際の情報 

・その他必要な事項 

 

５．「個別避難計画」の作成者 

「個別避難計画」は、各事業所に所属する者の内、次のいずれかに該当する者が作成するもの

とする。 

・介護保険法に規定する指定居宅介護支援事業所に所属する介護支援専門員 

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する指定一般相談
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支援事業者又は指定特定相談支援事業所に所属する相談支援専門員 

・古河市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者に所属する職員 

・古河市在宅介護支援センター運営事業実施要綱に規定する古河市在宅介護支援センター

に所属する担当職員 

・古河市地域包括支援センター運営事業実施要綱に規定する古河市地域包括支援センター

に所属する担当職員 

・老人保健法及び健康保険法に基づく訪問看護サービスを提供する事業所に所属する看護

師、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 

・医療的ケア児の日中の預かり及び医療的ケア児の家族のレスパイトサービスを提供する

事業所に所属する看護師等の支援者 

 

６．業務の流れ 

（１）古河市社会福祉協議会から（以下「社協」という。）「個別避難計画」の作成対象者（災害

時避難行動要支援者の内、関係機関への情報の開示に同意している者）の連絡を受け、調

整の結果、自事業所が「個別避難計画」を作成する場合、事業所内で担当者を決定する。 

（２）「個別避難計画」を作成する担当者は、作成希望者の居宅に訪問し、対象者本人又はその

家族等に「個別避難計画」の趣旨を「避難行動要支援者支援制度についての重要事項説明

書（以下「重要事項説明書」という。）」等により説明し、「個別避難計画」を作成する同

意を得て作成する。また、社協からの連絡以外で、福祉事業所内で担当する「個別避難計

画」の作成が必要であると認める者があったときは、まず、当該本人又はその家族等に対

して全体計画の趣旨を説明した上で、災害に関する情報提供を行うものとする。そのうえ

で、当該本人又はその家族等から名簿の登録及び「個別避難計画」の作成の希望があった

ときは、同様に作成する。 

（３）「個別避難計画」の作成は、対象者本人又はその家族等から直接必要事項について聴取

し、対象者本人又はその家族等に必要な情報を提供し、避難方法について本人又はその

家族等と共に考え、その意向を「個別避難計画」に反映させるものとする。また、近隣住

民（親族を除く）又は本人が利用している福祉サービス事業者等の地域支援者との連絡

調整をするよう努めるものとする。 

（４）「個別避難計画」を作成した後は、対象者、親族、地域支援者等の参加による避難訓練の

実施に努めるものとする（避難訓練についての詳細は別に定める）。また、前回提出した

「個別避難計画」から３年が経過し、避難方法や避難場所などの大幅な変更が必要と思

われる場合は、更新の「個別避難計画」を策定することができるものとする（更新の「個

別避難計画」の作成についての詳細は別に定める）。 

（５）「個別避難計画」が完成した後、「個別避難計画」及び「重要事項説明書」の原本、その他

関係する書類等と完了届を担当課に提出し、「個別避難計画」の内容について審査を受け

る。担当課から補正するように指摘があったときは、すみやかに修正し再提出する。提出

後、記載されている内容について、変更・修正をしなければならない状況が発生したこと
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を知ったときは、すみやかに、の記載内容を変更・修正し、担当課に再提出する。また、

副本も同様に変更・修正する。 

   （６）「個別避難計画」の副本は、対象者又はその家族に渡し保管させる。また、受託事業者も

副本を保管する。 

   （７）担当課から「個別避難計画」について審査に合格した旨の通知があった後、担当課に委託料

を請求し、社協に作成を完了した対象者の氏名を報告する。 

（８）「個別避難計画」は、適切な場所において厳重に管理し、紛失したときは速やかにその旨

を担当課に届けるものとする。 

（９）「個別避難計画」の保管期間は、支援が終了した年度の翌年度から５年間保管とし、保管

期限を過ぎた場合は委託先事業所において適切に破棄するものとする。 

（10）業務あたって詳細な事項は、「古河市災害時避難行動要支援者個別避難計画作成業務事務

マニュアル」、その他関係資料を参照すること。 

 

７．委託料の内訳 

   委託料は、以下の表のとおりとする（すべて、消費税及び地方消費税を含  

む）。  

業務の内容  委託料  

新規の個別避難計画を作成したとき（１件につき）  ７，７００円  

更新の個別避難計画を作成したとき（１件につき）  ２，３１０円  

個別避難計画の作成に至らず避難情報のみ提供した

とき（１件につき）  
    ７７０円  

個別避難計画の策定にあたり近隣住民（親族を除く）

又は福祉サービス事業者と対象者が災害時に避難す

るときの支援の方法について連絡調整を実施したと

き（１件につき）  

１，５４０円  

 を加算する。  

個別避難計画を作成した後、対象者、親族、地域支援

者等の参加による避難訓練を実施したとき（１件に

つき）  

１，５４０円  

 を加算する。  

 

８．準拠法令等 

 「個別避難計画」の作成にあたっては、本仕様書に定めるものほか、「古河市避難行動要支

援者の支援に関する計画【全体計画】」、「古河市災害時避難行動要支援者個別避難計画の作

成に関する要綱」等の内容に沿って実施するものとする。 

 

９．留意事項 

（１）本仕様書に記載されていない事項について疑義が生じた場合は、双方協議の上、決定す

るものとする。 

   （２）事業の実施に当たっては、関係法令等を順守しなければならない。 

（３）本委託業務（「個別避難計画」の作成）は、対象者が抱えている「生活課題」に対して、

地域のフォーマル・インフォーマルなサービスや資源の活用を促し、それを調整すると
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いう、介護支援専門員や相談支援専門員等が本来提供すべき支援サービスの一環（又

は支援サービスに付随するもの）として、これまでの支援サービスと同時並行的（又は

一体的）に行われることを想定しているため、「兼務」又は「提供すべき支援サービス

以外の職務」には該当しないものとする。しかしながら、現実的には、介護支援専門員

や相談支援専門員等に対しては、新たな役務を課すことになるため、その労務等にかか

る費用に相当する額を委託料として支払うものである。各事業所においては、これらの

ことを認識の上、作成者の「労務」及び「待遇」に対して充分に配慮すること。 

       



別記 

 

個人情報取扱特記事項 

 

（基本的事項） 

第１ 受託者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっ

ては個人の権利利益を害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなけれ

ばならない。 

（秘密の保持） 

第２ 受託者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らして

はならない。この契約による業務が終了し、又はこの契約が解除された後においても、

同様とする。 

（収集の制限） 

第３ 受託者は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、業務を達

成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により行わなければならない。 

（目的外利用及び提供の禁止） 

第４ 受託者は、委託者の指示又は承認があるときを除き、この契約による業務に関して

知り得た個人情報を契約の目的以外のために利用し、又は第三者に提供してはならな

い。 

（適正管理） 

第５ 受託者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失、き損の

防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

２ 受託者は、この契約による業務に従事している者に対して、その在職中であると職を

退いた後であるとを問わず、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、

又は不当な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項を

周知させなければならない。 

（複写又は複製の禁止） 

第６ 受託者は、委託者の承認があるときを除き、この契約による業務を処理するために

委託者から引き渡された個人情報が記録された資料等の複写、複製、又はこれらに類

する行為をしてはならない。 

（再委託の禁止） 

第７ 受託者は、この契約による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、

委託者の承認があるときを除き、第三者にその取扱いを委託又はこれに類する行為を

してはならない。 

（資料等の返還等） 

第８ 受託者は、この契約による業務を処理するために委託者から引き渡され、又は受託

者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録されている資料等は、業務完了後

直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指示したと

きは、その指示に従うものとする。 

（事故発生時における報告） 

第９ 受託者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知

ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。 


